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〔
最
　
高
　
裁
　
民
　
訴
　
事
　
例
　
研
　
究
　
三
〇
七
〕

判例研究

昭
二
九
9
（
糧
蘂
蟹
欝
）

　
控
訴
審
に
お
け
る
請
求
の
基
礎
の
変
更
と
相
手
方
が
異
議
を
述
べ
な
か

　
っ
た
場
合
の
効
果

　
　
家
屋
明
渡
請
求
事
件
（
昭
和
二
九
年
六
月
八
日
最
高
裁
第
三
小
法
廷
判
決
）

　
　
〔
事
　
実
〕

　
昭
（
被
告
、
被
控
訴
人
、
上
告
人
）
は
訴
外
A
よ
り
家
屋
を
期
問
の
定
め
な

く
賃
借
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
X
（
原
告
．
控
訴
人
、
被
上
告
人
）
は
A
よ
り
該
家

屋
の
譲
渡
を
受
け
賃
貸
人
の
地
位
を
承
継
し
た
。
昭
は
A
に
対
し
て
、
賃
借
権

の
無
断
転
貸
、
譲
渡
．
同
居
人
を
置
か
な
い
こ
と
等
を
約
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、

払
は
、
X
が
該
家
屋
を
取
得
し
た
後
に
該
家
屋
の
一
部
を
L
お
よ
び
輪
に
転
貸

し
た
。
そ
こ
で
X
は
積
に
対
し
て
は
契
約
解
除
を
理
由
（
主
位
的
に
積
の
無
断
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転
貸
、
予
備
的
主
張
と
し
て
自
己
使
用
の
正
当
事
由
）
に
．
家
屋
の
明
渡
、
未

払
賃
料
お
よ
び
損
害
金
の
支
払
い
を
求
め
、
ま
た
脇
お
よ
び
輪
に
対
し
て
は

不
法
占
拠
を
理
由
に
、
各
々
が
占
有
し
て
い
る
部
分
の
明
渡
を
求
め
る
訴
え
を

提
起
し
た
。
第
一
審
は
賃
料
未
払
の
点
だ
け
を
認
容
し
た
の
で
．
X
は
ト
を
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Y

手
に
控
訴
し
た
。
控
訴
審
で
は
、
さ
ら
に
X
は
磧
に
対
し
て
第
一
審
で
の
請
求

の
ほ
か
、
X
が
訴
外
B
か
ら
取
得
し
た
土
地
上
に
磧
が
不
法
に
物
置
お
よ
び
鶏

舎
を
建
て
た
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
収
去
と
土
地
の
明
渡
請
求
を
追
加
し
た
。
控
訴

審
は
X
の
請
求
を
全
て
認
容
し
、
そ
れ
を
不
服
と
し
て
一
が
上
告
し
た
。
上
告

　
　
　
　
　
　
　
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Y

理
由
の
一
つ
と
し
て
ト
が
主
張
し
た
の
は
、
本
件
控
訴
審
で
の
追
加
的
変
更
は
、

　
　
　
　
　
　
　
Y

第
一
審
で
の
請
求
と
関
連
性
を
有
し
な
い
の
で
請
求
の
基
礎
に
変
更
を
も
た
ら

し
、
こ
れ
を
認
容
し
た
原
審
の
判
断
は
民
事
訴
訟
法
二
三
二
条
の
解
釈
を
誤
っ

た
違
法
が
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

〔
判
　
旨
〕

　
控
訴
審
に
お
け
る
請
求
の
拡
張
は
，
た
と
え
請
求
の
基
礎
に
変
更
が
あ
っ
て

も
・
相
手
方
が
異
議
な
く
応
訴
し
た
場
合
は
、
こ
れ
を
許
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
判
旨
に
賛
成
す
る
。

一
　
控
訴
審
で
の
訴
え
の
変
更
に
際
し
て
請
求
の
基
礎
に
変
更
が
生
じ
て

も
、
相
手
方
が
異
議
を
述
べ
な
か
っ
た
場
合
に
は
こ
れ
を
許
容
す
る
と
の

判
決
は
、
大
審
院
時
代
に
す
で
に
下
さ
れ
て
お
り
（
大
判
昭
和
一
一
年
三

月
一
三
日
大
審
院
民
集
一
五
巻
四
五
三
頁
）
、
本
判
決
は
そ
れ
を
そ
の
ま

ま
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
．
法
は
二
三
二
条
に
お
い
て
、
請
求
の
基
礎
に

変
更
が
な
い
こ
と
．
著
し
い
訴
訟
遅
延
を
招
来
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を

要
件
と
し
て
、
訴
え
の
変
更
を
認
め
て
い
る
。
だ
が
請
求
の
基
礎
に
変
更

が
あ
っ
た
も
の
の
、
被
告
が
同
意
し
、
ま
た
は
異
議
を
述
べ
ず
に
訴
訟
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

進
行
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
規
定
が
な
く
、
解
釈
上
疑
義
が
あ
っ
た
。
前

記
大
審
院
の
判
例
は
こ
の
点
を
肯
定
的
に
解
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

後
も
こ
の
大
審
院
判
決
に
反
対
す
る
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ
っ
て
、
本
件
最
高
裁
判
決
は
再
び
前
記
大
審
院

判
決
と
同
じ
判
断
を
下
し
、
最
上
級
審
と
し
て
の
見
解
に
変
更
は
な
い
こ

と
を
示
し
た
。

二
　
訴
え
の
変
更
を
な
す
た
め
の
要
件
の
一
つ
と
し
て
法
二
三
二
条
は
、

「
請
求
の
基
礎
に
変
更
が
な
い
こ
と
」
を
要
求
し
て
い
る
。
訴
え
変
更
後

の
請
求
と
変
更
前
の
請
求
と
の
間
に
関
連
性
を
有
す
る
必
要
が
あ
る
、
と

の
趣
旨
を
こ
の
よ
う
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て

い
る
請
求
の
基
礎
と
い
う
概
念
は
．
比
較
法
的
に
も
例
を
み
な
い
も
の
で

（
4
）

あ
り
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
当
初
か
ら
争
い
が
あ
っ
た
。
本
判
決
は
こ

の
請
求
の
基
礎
が
い
か
な
る
も
の
か
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
が
、
前

提
問
題
と
し
て
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の

点
か
ら
検
討
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
主
と
し
て
、
実
体
的
側
面
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

ア
プ
ロ
！
チ
を
試
み
る
見
解
、
手
続
的
側
面
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
を
な
す
見

（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

解
、
更
に
両
者
の
折
衷
的
見
解
と
に
分
か
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
の
見
解
に
よ
っ
て
も
、
具
体
的
な
結
論
に
相
違
を
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

じ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
と
さ
れ
る
が
、
わ
た
く
し
は
請
求
の
基
礎
の
解
釈

と
し
て
は
実
体
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
の
が
妥
当
と
考
え
る
。
訴
え
の
変

更
の
制
度
は
、
最
初
に
起
こ
し
た
訴
え
で
は
原
被
告
問
の
紛
争
が
実
質
的

に
解
決
さ
れ
ず
、
別
訴
を
提
起
す
る
の
で
は
不
合
理
な
場
合
に
、
よ
り
適

切
な
主
張
に
改
め
る
こ
と
を
許
容
し
、
従
前
の
訴
訟
の
継
続
的
利
用
に
よ
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（
9
）

り
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
制
度
で
あ
る
が
、
最
初
の
訴
え
の
提
起
と
同
様

に
受
動
的
（
防
御
的
）
立
場
に
あ
る
被
告
の
利
害
を
主
と
し
て
考
慮
し
、

”
請
求
μ
（
換
言
す
れ
ば
訴
訟
物
た
る
権
利
関
係
）
の
基
礎
に
変
更
が
な
い

と
い
う
要
件
が
課
せ
ら
れ
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立

場
を
前
提
と
す
る
と
．
．
請
求
”
と
は
関
係
の
な
い
事
実
資
料
の
一
体
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

を
判
断
材
料
と
す
る
見
解
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に

解
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
全
く
訴
訟
手
続
と
の
関
連
を
無
視
す
る
も
の
で

は
な
い
。
事
実
資
料
の
一
体
性
が
な
い
よ
う
な
場
合
は
、
新
請
求
の
審
判

の
た
め
に
従
前
の
資
料
が
利
用
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
請
求
の
基
礎

に
変
更
が
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
「
著
し
く
訴
訟
手
続
を
遅
滞
せ

し
む
べ
き
場
合
」
（
二
三
二
条
但
書
）
と
し
て
処
理
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う

か
。
要
す
る
に
館
請
求
の
基
礎
〃
と
は
κ
請
求
〃
と
い
う
文
言
を
用
い
て

い
る
こ
と
か
ら
実
体
的
観
点
か
ら
捉
え
れ
ば
十
分
で
あ
り
、
手
続
的
考
慮

は
同
条
但
書
の
守
備
範
囲
と
解
す
る
。
私
見
は
同
条
全
体
の
解
釈
と
し
て

は
併
用
説
に
近
い
が
、
本
文
と
但
書
で
機
能
分
担
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
解
す
る
の
が
条
文
の
立
て
か
た
と
適
合
し
、
ま
た
手
続
的
要

請
を
も
参
酌
し
う
る
点
で
妥
当
と
考
え
る
。
請
求
の
基
礎
に
つ
い
て
実
体

法
ア
プ
ロ
！
チ
を
と
る
場
合
に
、
注
（
5
）
で
掲
げ
た
よ
う
に
種
々
の
定

義
が
立
て
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

本
件
で
は
い
ず
れ
の
立
場
に
よ
っ
て
も
、
請
求
の
基
礎
に
変
更
が
あ
っ
た

も
の
と
み
な
し
う
る
と
考
え
る
。

三
　
で
は
、
請
求
の
基
礎
に
変
更
が
あ
っ
た
が
、
被
告
が
同
意
し
ま
た
は

異
議
を
述
べ
な
か
っ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
に
解
す
べ
き
か
。
先
に
二
で
述

べ
た
よ
う
に
、
請
求
の
基
礎
と
い
う
概
念
は
主
と
し
て
被
告
保
護
の
立
場

か
ら
定
め
ら
れ
た
要
件
で
あ
る
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
受
動
的
な
立
場

に
立
た
さ
れ
る
被
告
を
保
護
し
、
突
如
と
し
て
全
く
別
個
の
本
案
に
つ
い

て
対
処
を
迫
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
他
方
に
お

い
て
、
原
告
が
実
体
法
上
の
請
求
権
を
変
更
し
て
別
の
訴
訟
物
を
持
ち
出

す
必
要
が
最
も
強
い
の
は
、
請
求
の
基
礎
が
同
一
の
場
合
で
あ
る
。
裁
判

所
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
訴
訟
資
料
の
継
続
使
用
が
可
能
な
範
囲
で
訴
え

変
更
を
許
容
す
る
こ
と
に
よ
り
裁
判
の
効
率
化
を
確
保
し
う
る
が
、
こ
の

裁
判
の
効
率
化
の
要
請
は
主
と
し
て
但
書
で
守
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

請
求
の
基
礎
は
原
告
と
被
告
の
利
害
調
整
に
重
点
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
．

し
た
が
っ
て
、
原
告
が
訴
え
の
変
更
を
求
め
、
そ
れ
に
被
告
が
同
意
し
た

場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
異
議
な
き
応
訴
の
場
合
に
も
黙
示
の
同
意
ま
た
は
責

問
権
の
放
棄
・
喪
失
と
し
て
処
理
し
、
原
則
と
し
て
こ
の
訴
え
の
変
更
を

適
法
と
し
て
扱
い
、
裁
判
所
は
但
書
の
み
を
遵
守
す
れ
ぽ
足
り
る
と
解
す

（
1
1
）る

。
注
（
2
）
お
よ
び
（
3
）
で
掲
げ
た
反
対
説
は
、
請
求
の
基
礎
と
い

う
概
念
の
中
に
、
訴
訟
遅
延
を
回
避
す
る
公
益
的
な
要
素
を
組
み
込
も
う

と
す
る
．
し
か
し
、
訴
訟
遅
延
の
回
避
と
い
う
要
請
は
む
し
ろ
二
三
二
条

本
文
で
は
な
く
、
同
条
但
書
が
果
す
べ
き
役
割
で
あ
る
こ
と
は
先
に
述
べ

た
と
う
り
で
あ
る
。
こ
の
訴
訟
遅
延
回
避
の
要
請
は
、
国
家
に
よ
る
円
滑

な
司
法
運
営
を
実
現
す
る
た
め
の
公
益
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
、
被
告
の
同
意
い
か
ん
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
と
解
す

（
12
）

る
。
な
お
、
請
求
の
基
礎
が
実
体
法
的
性
質
を
有
す
る
こ
と
と
、
被
告
の

同
意
等
に
よ
り
こ
の
要
件
を
不
要
と
す
る
訴
訟
法
的
処
理
と
は
矛
盾
し
な
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い
と
考
え
る
。

　
他
方
で
、
特
に
控
訴
審
に
お
い
て
、
請
求
の
基
礎
に
変
更
が
あ
る
訴
え

の
変
更
を
認
め
る
と
、
当
事
者
の
意
思
に
よ
り
全
く
第
一
審
を
失
わ
し
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

る
こ
と
に
な
り
、
審
級
制
度
を
み
だ
す
も
の
で
あ
る
と
の
主
張
が
あ
る
。

し
か
し
．
三
審
制
の
利
用
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

不
控
訴
の
合
意
、
飛
躍
上
告
（
三
六
〇
条
一
項
但
書
）
、
控
訴
審
に
お
け

る
反
訴
（
三
八
二
条
一
項
）
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
三
審
制
の
利
用

は
当
事
者
の
任
意
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
控
訴
審
に
お
い
て
も
．
被
告
の
同
意
ま
た
は
異
議
な
き
応
訴

に
よ
り
．
請
求
の
基
礎
に
変
更
が
あ
る
場
合
に
も
訴
え
の
変
更
は
可
能
で

あ
る
と
解
す
る
。

　
以
上
に
述
べ
た
こ
と
か
ら
本
件
判
旨
に
賛
成
す
る
。

（
1
）
　
本
件
解
説
と
し
て
は
土
井
王
明
・
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
昭
和
二

　
九
年
度
八
三
頁
、
本
件
評
釈
と
し
て
は
、
藤
永
幸
治
・
民
商
法
雑
誌
三
一
巻
五

　
号
二
五
頁
（
昭
三
〇
）
．
抜
山
勇
・
法
学
二
二
巻
一
号
一
一
三
頁
（
昭
三
三
）
、

　
早
川
登
・
名
城
法
学
五
巻
一
号
六
五
頁
（
昭
四
七
）
が
あ
る
。

（
2
）
　
被
告
の
同
意
が
あ
っ
て
も
許
す
ぺ
き
で
な
い
も
の
と
し
て
、
細
野
長
良
・

　
民
事
訴
訟
法
要
義
第
二
巻
（
昭
五
）
二
四
六
頁
（
訴
え
の
変
更
を
新
訴
の
提
起

　
と
旧
訴
の
取
下
の
複
合
行
為
と
把
握
し
．
新
訴
の
提
起
が
当
事
者
の
意
思
に
基

づ
く
簡
易
な
方
法
で
な
さ
れ
る
結
果
，
当
事
者
が
訴
訟
手
続
を
創
設
す
る
こ
と

　
に
な
る
の
で
許
す
べ
き
で
は
な
い
）
．
中
島
弘
道
・
日
本
民
事
訴
訟
法
（
昭
九
）

　
一
二
三
二
頁
（
訴
え
変
更
の
制
限
に
関
す
る
規
定
は
．
被
告
の
利
益
の
た
め
だ

　
け
で
は
な
く
、
訴
訟
遅
延
防
止
の
目
的
を
有
す
る
公
益
規
定
で
あ
る
）
。

（
3
）
大
審
院
判
決
に
賛
成
す
る
も
の
と
し
て
、
兼
子
一
・
条
解
民
事
訴
訟
法
n

　
（
昭
二
六
）
二
五
八
頁
。
反
対
す
る
も
の
と
し
て
、
中
村
宗
雄
・
民
商
法
雑
誌
四

　
巻
四
号
（
昭
二
）
二
二
五
頁
（
相
手
方
の
異
議
が
な
け
れ
ば
請
求
の
基
礎
に

　
変
更
が
あ
っ
て
も
訴
え
の
変
更
を
許
す
と
す
る
と
、
二
三
二
条
の
規
定
が
空
文

　
化
し
て
し
ま
う
）
・
前
野
順
一
・
民
事
訴
訟
法
論
（
昭
一
二
）
一
〇
九
三
頁
（
二

　
三
二
条
の
二
つ
の
要
件
と
も
公
益
に
関
わ
る
）
、
山
田
正
三
・
日
本
民
事
訴
訟

　
法
概
論
（
上
）
（
昭
一
五
）
一
六
五
頁
（
請
求
の
基
礎
に
変
更
が
な
い
と
の
要
件

　
は
・
主
と
し
て
訴
訟
手
続
の
遅
延
を
回
避
す
る
訴
訟
公
益
上
の
理
由
か
ら
認
め

　
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
）
、
加
藤
正
治
・
民
事
訴
訟
法
要
論
（
昭
二
三
）
三
七
二
頁

　
（
控
訴
審
で
無
関
係
な
請
求
の
併
合
を
認
め
る
と
、
審
級
制
度
を
み
だ
す
こ
と

　
に
な
る
）
、
菊
井
維
大
「
訴
の
変
更
」
民
事
訴
訟
法
講
座
1
（
昭
二
九
）
二
〇

　
八
頁
（
当
事
者
の
意
思
に
よ
り
第
一
審
を
失
わ
し
め
る
こ
と
に
な
り
不
当
で
あ

　
る
）
。

（
4
）
　
母
法
国
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
被
告
が
同
意
す
る
か
，
裁
判
所
が
相
当
で

あ
る
と
（
鶏
昌
島
o
巳
凶
魯
）
認
め
る
場
合
は
訴
え
の
変
更
は
許
容
さ
れ
る
（
Z
P

　
O
二
六
三
条
）
。
ま
た
、
被
告
が
異
議
を
述
べ
ず
に
、
変
更
さ
れ
た
訴
え
に
応

　訴すると

同
意
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
（
Z
P
O
二
六
七
条
）
。

（
5
）
　
実
体
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
属
す
る
も
の
と
し
て
は
、
「
訴
え
の
目
的
物
た
る

私
法
上
の
権
利
ま
た
は
法
律
関
係
の
発
生
を
来
し
た
る
根
本
の
社
会
現
象
た
る

事
実
」
を
指
す
と
す
る
見
解
（
細
野
長
良
・
民
事
訴
訟
法
要
義
（
第
二
巻
）
（
昭

　
五
）
二
四
〇
頁
）
、
「
訴
訟
物
な
る
法
律
関
係
の
基
礎
た
る
事
実
関
係
を
い
う
」

と
す
る
見
解
（
中
島
弘
道
・
日
本
民
事
訴
訟
法
（
昭
九
）
＝
一
二
八
頁
）
、
「
訴

え
は
権
利
主
張
で
あ
り
、
権
利
主
張
は
法
律
に
よ
り
保
護
さ
れ
た
利
益
主
張
で

あ
る
。
そ
こ
で
．
訴
え
を
も
っ
て
主
張
す
る
利
益
が
そ
の
同
一
性
を
保
つ
限
り

　
は
請
求
の
基
礎
に
変
更
が
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
見
解

　
（
利
益
説
）
（
中
村
宗
雄
「
訴
の
変
更
と
請
求
の
基
礎
（
三
・
完
）
」
民
商
法
雑
誌

三
巻
三
号
（
昭
二
）
二
三
頁
、
同
『
判
例
民
事
訴
訟
研
究
（
第
一
巻
）
』
（
昭

　
一
四
）
五
二
頁
）
、
「
訴
訟
物
た
る
権
利
の
発
生
事
実
ま
た
は
そ
の
一
部
を
い
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う
」
と
す
る
見
解
（
山
田
正
三
「
訴
の
変
更
』
法
学
論
叢
四
九
巻
四
号
（
昭
一

　
八
）
四
一
九
頁
）
、
「
請
求
を
特
定
の
権
利
主
張
と
し
て
構
成
す
る
た
め
に
、
請

　
求
原
因
を
拾
出
し
た
地
盤
と
な
る
状
態
に
還
元
し
拡
大
し
て
眺
め
た
、
前
法
律

　
的
な
利
益
紛
争
関
係
を
指
す
」
と
す
る
見
解
（
紛
争
関
係
説
）
（
兼
子
一
・
体
系

　
民
事
訴
訟
法
〔
増
補
〕
（
昭
四
〇
）
三
七
二
頁
）
．
「
権
利
主
張
の
根
底
を
な
す
事

実
が
、
根
幹
に
お
い
て
共
通
性
が
あ
る
こ
と
を
い
う
」
と
す
る
見
解
（
斎
藤
秀

　夫・

民
事
訴
訟
法
概
論
〔
新
版
〕
（
昭
五
七
）
四
三
二
頁
、
同
編
・
注
解
民
事
訴

　
訟
法
（
四
）
（
昭
五
〇
）
一
四
九
頁
（
斎
藤
）
）
、
「
請
求
の
根
拠
事
実
を
核
と
し

　
た
一
塊
り
の
事
実
関
係
」
と
す
る
見
解
（
木
川
統
一
郎
・
民
事
訴
訟
法
重
要
問

　題講義（中

）
（
平
四
）
二
六
六
頁
）
な
ど
が
あ
る
。

（
6
）
　
手
続
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
「
新
訴
と
旧
訴
の
事
実
資

　
料
の
間
に
審
理
の
継
続
的
施
行
を
正
当
化
す
る
程
度
の
一
体
性
・
同
一
性
が
肯

　定でき

る
と
き
に
請
求
の
基
礎
の
同
一
性
が
あ
る
」
と
す
る
見
解
（
三
ケ
月

章
・
民
事
訴
訟
法
（
昭
三
四
）
一
三
八
頁
、
同
・
民
事
訴
訟
法
〔
第
三
版
〕
（
平

　
四
）
一
六
四
頁
）
が
あ
る
。

（
7
）
　
実
体
的
要
素
と
手
続
的
要
素
の
両
者
の
加
味
す
る
も
の
（
併
用
説
）
と
し

　
て
、
「
両
請
求
の
主
要
な
争
点
が
共
通
で
あ
っ
て
、
旧
請
求
に
つ
い
て
の
訴
訟

　資

料
や
証
拠
資
料
を
新
請
求
の
審
理
に
利
用
で
き
る
関
係
に
あ
り
、
か
つ
各
請

　求の

利
益
主
張
が
社
会
生
活
上
、
同
一
ま
た
は
一
連
の
紛
争
に
関
す
る
も
の
と

　
み
ら
れ
る
こ
と
」
と
す
る
見
解
（
兼
子
ほ
か
・
条
解
民
事
訴
訟
法
（
昭
六
一
）

　
八
五
四
頁
（
竹
下
）
、
新
堂
幸
司
・
民
事
訴
訟
法
〔
第
二
版
補
正
版
〕
（
平
二
）

　
四
五
八
頁
、
菊
井
貝
村
松
・
全
訂
民
事
訴
訟
法
H
（
平
一
）
一
七
〇
頁
、
小
林

　
秀
之
・
プ
ロ
ブ
レ
ム
・
メ
ソ
ッ
ド
民
事
訴
訟
法
（
平
五
）
三
九
〇
頁
）
．
「
新
旧

　
両
請
求
の
利
益
関
係
が
社
会
生
活
上
共
通
で
あ
り
、
旧
請
求
を
め
ぐ
る
裁
判
資

　
料
の
継
続
利
用
が
可
能
で
あ
る
」
と
す
る
見
解
（
上
田
徹
一
郎
・
民
事
訴
訟
法

　
（
昭
六
三
）
四
五
五
頁
）
が
あ
る
（
谷
口
安
平
・
民
事
訴
訟
法
（
昭
六
二
）
一
八

　
三
頁
も
併
用
説
に
与
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
）
。

（
8
）
　
菊
井
圓
村
松
・
全
訂
民
事
訴
訟
法
H
（
平
一
）
一
六
九
頁
。

（
9
）
　
兼
子
ほ
か
・
条
解
民
事
訴
訟
法
（
昭
六
一
）
八
五
四
頁
（
竹
下
）
。

（
1
0
）
　
同
旨
．
斎
藤
編
・
注
解
民
事
訴
訟
法
（
四
）
（
昭
五
〇
）
一
四
九
頁
（
斎
藤
）
。

（
n
）
今
日
で
は
請
求
の
基
礎
に
変
更
が
あ
っ
て
も
、
被
告
の
同
意
も
し
く
は
異

議
な
き
応
訴
の
あ
る
場
合
は
、
訴
え
の
変
更
を
認
め
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
小

室
直
人
「
訴
の
変
更
」
民
事
訴
訟
法
演
習
1
（
昭
三
八
）
二
六
五
頁
、
兼
子
一
・

体
系
民
事
訴
訟
法
〔
増
補
〕
（
昭
四
〇
）
三
七
三
頁
、
斎
藤
編
・
注
解
民
事
訴
訟

　法

（
四
）
（
昭
五
〇
）
一
五
三
頁
（
斎
藤
）
、
斎
藤
秀
夫
・
民
事
訴
訟
法
概
論
〔
新

版
〕
（
昭
五
七
）
四
三
三
頁
、
佐
々
木
吉
男
「
訴
え
の
変
更
と
反
訴
」
新
版
・

　民

事
訴
訟
法
演
習
1
（
昭
五
八
）
三
一
六
頁
、
兼
子
ほ
か
・
条
解
民
事
訴
訟
法

　
（
昭
六
一
）
八
五
五
頁
（
竹
下
）
、
上
田
徹
一
郎
・
民
事
訴
訟
法
（
昭
六
三
）
四

　
五
五
頁
、
菊
井
闘
村
松
・
全
訂
民
事
訴
訟
法
H
（
平
一
）
一
七
四
頁
、
小
山

昇
・
民
事
訴
訟
法
〔
五
訂
版
〕
（
平
一
）
五
二
九
頁
、
林
屋
礼
一
丁
民
事
訴
訟
法

　概要（平三

）
二
六
九
頁
、
新
堂
幸
司
・
民
事
訴
訟
法
〔
第
二
版
補
正
版
〕
（
平

　
二
）
四
五
九
頁
、
木
川
統
一
郎
・
民
事
訴
訟
法
重
要
問
題
講
義
（
中
）
（
平
四
）

　
二
五
七
頁
、
三
ケ
月
章
・
民
事
訴
訟
法
〔
第
三
版
〕
（
平
四
）
一
六
五
頁
。
反
対
、

菊
井
維
大
「
訴
の
変
更
」
民
事
訴
訟
法
講
座
1
（
昭
二
九
）
二
六
八
頁
、
中
村

英
郎
・
民
事
訴
訟
法
（
昭
六
二
）
二
〇
〇
頁
。

（
1
2
）
斎
藤
編
・
注
解
民
事
訴
訟
法
（
四
）
（
昭
五
〇
）
一
五
六
頁
（
斎
藤
）
、
菊

井
”
村
松
・
全
訂
民
事
訴
訟
法
H
（
平
一
）
一
八
○
頁
。

（
1
3
）
　
加
藤
正
治
・
民
事
訴
訟
法
要
論
（
昭
二
三
）
三
七
二
頁
、
菊
井
維
大
「
訴

　
の
変
更
』
民
事
訴
訟
法
講
座
1
（
昭
二
九
）
二
〇
八
頁
。
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